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引取業登録申請の手引き 

 

１ はじめに 

 この手引きは、使用済自動車の再資源化等に関する法律（以下「自動車リサイクル法」という。）

に基づく引取業の新規（更新）登録申請のための申請書作成の手引きです。 

 

２ 申請書等 

申請書類は次のとおりです。 

○引取業登録（登録の更新）申請書（様式第一） 

○法第 45条第 1項各号に該当しないことを誓約する書面（別記様式第 14号） 

   ○添付書類（添付書類一覧参照） 

  なお、様式等は廃棄物対策課窓口で入手可能なほか、インターネットの次のアドレスから入手可能

です。 

  http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/sanpai/jidosha/1008814/index.html 

＞自動車リサイクル法関係申請・届出様式集 

 

３ 申請にあたっての留意事項について 

添付書類一覧を本手引きに掲載していますので、よくご確認の上、添付漏れのないようにしてくだ

さい。また、申請書については、記載例を参考に作成してください。 

添付書類のうち、住民票等の公的機関から発行される証明書については、申請日の３ヶ月前以内に

発行された原本（コピー不可）を添付してください。なお、同時に他の自動車リサイクル法関連の許

可申請・届出又は産業廃棄物処理業関係の許可申請・届出を行う場合には、証明書の原本は申請書・

届出書のいずれか１つに原本を添付し、他の申請書・届出書にはコピーを添付することで構いません。 

申請日の３ヶ月以上前に発行された証明書を添付された場合は、証明書について再提出いただく場

合がありますので留意願います。 

また、申請書を提出前にセルフチェックシートで記載内容や添付書類に不備・不足がないか確認を

してください。 

 

４ 変更届出及び廃業届出について 

引取業の登録後に次の内容が変更になった場合や引取業を廃業した場合は、変更・廃業の日から 30

日以内に変更届出が必要です。詳細は別途変更届出書作成の手引きをご覧ください。 

   ※ 届出が必要な変更事項 

  ・ 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名（法人の場合） 

    ・ 事業所の名称及び所在地 

    ・ 役員（業務を執行する社員、取締役、監査役、執行役等）の氏名 

    ・ 法定代理人の氏名及び住所（事業者が未成年者の場合） 

    ・ 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれてい

るかどうかを確認する体制 

 

http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/sanpai/jidosha/1008814/index.html
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５ 申請の手続きについて 

（1） 提出部数 

新規（更新）登録申請書の提出部数は１部です。ただし、申請者控えが必要な場合は別途作成

してください。 

（2） 受付時間 

平日の午前９時から午後５時まで受付しています。 

（3） 申請方法 

登録申請については、面談審査が必要なため郵送では受け付けていません。お手数ですが、直

接窓口に申請書を提出してください。なお、申請される場合には、なるべく事前に来庁したい日

時等を電話で予約していただくようお願いします。 

（4） 更新登録申請に係る受付日 

登録有効期限の概ね１ヶ月前から受付けています。 

（5） 登録に係る審査期間 

登録申請に係る標準処理日数は 30 日（新規及び更新）です。ただし、申請書に不明な事項等

があった場合に、申請者が申請書を追加・補正する期間は標準処理日数に含まれません。 

 （6） 登録の有効期間 

登録の有効期間は５年間です。５年を超えて引取業を行う場合は、登録の更新が必要です。 

なお、更新登録については、登録期限日までに更新登録申請を行っていれば、更新に係る審査

中に登録期限が過ぎてしまっても「登録」又は「登録の拒否」の処分が下されるまでは従前の登

録は有効となります。 

 （7） 申請手数料及び納入方法 

新規（更新）登録申請手数料は、4,500円です。 

申請手数料分の盛岡市収入証紙（岩手県収入証紙と間違えないように留意してください。）を

申請書と併せてご用意してください。申請手数料は、市長が登録を拒否した場合や、申請を取り

下げた場合であっても還付できませんので、御注意ください。 

なお、盛岡市収入証紙は若園町分庁舎では販売しておりませんので、お手数ですが盛岡市役所

本庁舎２階の会計課出納係又は盛岡市保健所６階の岩手県食品衛生協会盛岡市支会で購入して

ください。 

（8） 申請書提出先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛岡市環境部廃棄物対策課        <若園町分庁舎案内図> 

 

郵便番号 ：020-8531                      

住所   ：盛岡市若園町 2番 18号 

（若園町分庁舎３階） 

電話番号 ：019-626-7573（ダイヤルイン） 

019-651-4111（代表） 

FAX番号 ：019-626-4153 

e-mail   ：haitai@city.morioka.iwate.jp 

mailto:kankyou@city.morioka.iwate.jp
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【添付書類一覧表】 

 公的機関から発行される証明書については、申請日の 3ヶ月前以内に発行された原本（コピー不

可）を添付してください。 

申請者 添付書類 

１ 申請者が個人の場合 

 

 

① 法第 45 条第 1 項各号に該当しないことを誓約する書面（別

記様式第 14号） 

② 住民票（本籍地記載のもの）、外国人にあっては国籍等記載

のあるもの 

③ 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明

書（登記されていないことの証明書）（※） 

④ 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷

媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を

説明する資料 

（申請者が未成年者の場合）  上記①～④に加えて法定代理人に係る次の書類 

⑤ 住民票（本籍地記載のもの）、外国人にあっては国籍等記

載のあるもの 

⑥ 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証

明書（登記されていないことの証明書）（※） 

２ 申請者が法人の場合 ① 法第 45 条第 1 項各号に該当しないことを誓約する書面（別

記様式第 14号） 

② 法人登記事項証明書（履歴事項全部証明書） 

③ 役員全員分の住民票（本籍地記載のもの）、外国人にあって

は国籍等記載のあるもの 

④ 役員全員分の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の

登記事項証明書（登記されていないことの証明書）（※） 

⑤ 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷

媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を

説明する資料 

３ 行政書士が代理人として

申請する場合 

上記の添付書類及び委任状 

※ 法第 45 条第１項第１号（心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務

省令で定める者（精神の機能の障害により引取業を適切に行うにあたって必要な認知、判断及び意

思疎通を適切に行うことができない者））に該当しないかどうかを審査するために求める書類です。

登記されていないことの証明書によらない場合、当該業務を適切に行うことができる能力を有する

ことが確認できる書類を御提出いただきますので、事前に御相談ください。 

登記されていないことの証明書は、法務局（盛岡地方法務局 電話：019-624-1141）で取得可能

です。請求方法は、直接法務局にお問い合わせください。 
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（参考） 

事業所が複数ある場合、次の表を参考に一覧表を作成してください。 
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記載例 

「登録」と「登録の更新」で該当しない方を二重線で消去してください。 

更新の場合にのみ、登録通知書を確認の上、登録番号及び登録年月日を記載して
ください。 

役員の氏名 

 申請者が法人の場合に記載してください。記載にあたっての留意事項は次のと
おりです。 
(1) 法人の登記事項証明書に記載の役員全員（監査役も含みます。）について

記載してください。 
(2) 役員以外にも業務を執行する執行役等がいる場合には記載してください。 
(3) 記載欄が不足する場合は、「別紙のとおり」と記載し、役員の氏名一覧を

添付してください。 
(4) 氏名にはふりがなを記載してください。 

法定代理人の氏名及び住所 

申請者が個人で、かつ未成年者の場合に記載してください。記載にあたっての
留意事項は次のとおりです。 
(1) 法定代理人の氏名及び住所は住民票のとおりに記載してください。 
(2) 法定代理人が複数人いる場合は、「別紙のとおり」と記載し、法定代理人
の氏名・住所を記載した一覧表を添付してください。 

(3) 氏名にはふりがなを記載してください。 

住民票（個人申請の場合）又は法人登記事項証明書（法人申請の場合）に記載の
住所及び氏名又は名称を正確（ハイフンなどで省略しないでください。）に記載
してください。 
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事業所の名称及び所在地 

引取業を行う事業所の名称を記載してください。記載にあたっての留意事項は
次のとおりです。 
(1)  引取を行う事業所が複数ある場合は、「別紙のとおり」と記載し、事業所
一覧表を添付してください。 

(2)  事業所の名称にはふりがなを記載してください。 

使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン

類が含まれているかどうかを確認する体制 

 事業所の確認する体制について、記載例の例①又は②もしくは両方を記載して
ください。確認する体制により添付書類が異なりますので、留意してください。 
 
例①の場合 

装備の有無や事故による車両破損時等の確認方法を記載した書類を添付し
てください。 

例②の場合 
  カーエアコンに関して十分な知見を有する者が確認可能であることを示す
書類（例えば自動車整備士や中古自動車査定士等の資格証等の写し、業界団体
等が行う講習の受講証の写し等）を添付してください。 

  なお、有資格者が申請者本人もしくは役員以外の従業員等の場合は、雇用関
係を示す書類（健康保険証等）の添付が必要です。 

 
※ 事業所が複数ある場合は、事業所ごとに書類を添付してください。ただし、
例①による場合で、全ての事業所で同じ方法によりフロン類の有無を確認する
場合は、事業所ごとに作成する必要はありません。（その場合「全ての事業所
で別紙の方法によりフロン類の有無を確認する。」等と記載してください。） 

盛岡市収入証紙貼付欄 

盛岡市収入証紙を 4,500円分購入し、貼付欄に貼付してください。申請書受付
後は手数料は還付できませんのでご注意ください。 
盛岡市収入証紙は若園町分庁舎では販売しておりませんので、お手数ですが盛

岡市役所本庁舎２階の会計課出納係又は盛岡市保健所６階の岩手県食品衛生協
会盛岡市支会で購入してください。 



 7 

残存フロン類の確認方法 

自動車リサイクル法第43条第１項第５号の規定に基づき、引き取った使用済み自動車のカーエアコンに冷媒と

してフロン類が含まれているか否かを確認する体制として当該書類を事業所に備え、以下の方法により確認する

こととしています。 

 

■エアコンシステム装着の有無を確認 

 ボンネットを開け、エンジンルーム内にコンプレッサ等エアコンシステム部品の装着の有無を確認する。 

       □装着                  □非装着 

 

 

 

■車両の前方部が事故等で破損している場合の確認 

 エアコンシステム装着の有無を確認（上記と同様） 

 

□コンデンサが破損（穴や裂傷）していない        □破損している 

□エアコン配管、ホースが破損（穴や裂傷）していない   □破損している 

 

 

 

■必要に応じて、以下により確認 

□使用済自動車の引取り時に、使用者にカーエアコンの効きについて質問する。 

□実際にカーエアコンを作動させて、効き具合、コンプレッサの作動、サイトグラスがある場合冷媒の流れを確

認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フロン類が含まれていると判断する フロン類が含まれていないと判断する 

（装着） 

フロン類が含まれていると判断する フロン類が含まれていないと判断する 
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引取業の登録・登録更新申請に係るセルフチェックシート 

 

 申請書を提出する前に、全てのチェック欄が「○」となるよう作成してください。 

 なお、具体的な作成方法は、記載例や添付書類一覧を確認してください。 

 

○ 様式関係 

 １ 引取業登録・登録の更新申請書（様式第一）                    

チェック内容 チェック欄 

① 申請者の住所、氏名が法人登記事項証明書（法人の場合）又は住民票（個人の場合）と

一致していますか？ 

 

② 行政書士が代理人申請する場合、申請者欄に記載されていますか？ 

  また、申請者から行政書士への委任状が添付されていますか？ 

 

③ 更新の場合、登録番号及び登録年月日は、登録通知書と一致していますか？  

④ 申請者が法人の場合、役員（取締役、監査役）全員について記載されていますか？また、

役員の氏名・役職名は法人登記事項証明書と一致していますか？ 

 

⑤ 全ての事業所の名称と所在地が記載されていますか？ 

  （複数事業所がある場合は、欄を追加するなどして記載してください。） 

 

⑥ 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれ

ているかどうかを確認する体制が記載されていますか？ 

  （記載方法は記載例を確認してください。） 

 

⑦ 手数料貼付欄に4,500円分の盛岡市収入証紙が貼り付けられていますか？  

 

○ 添付書類関係 

１ 申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面（別記様式第14号）  

チェック内容 チェック欄 

① 申請者が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面（別記様式第 14号）が添

付されていますか？ 

 

② 別記様式第14号に申請者の氏名が記載されていますか？  

 

２ 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを

確認する体制を説明する資料 

チェック内容 チェック欄 

① 次のいずれかの書類が添付されていますか？ 

（ア） 残存フロン類の確認方法を記載した書類 

（イ） 自動車整備士等の資格証の写し（資格がある者が申請者や役員ではない従業員の

場合、雇用関係を示す書類（健康保険証等）も必要です。） 

 

② 事業所が複数ある場合、事業所ごとの①の書類が添付されていますか？（添付書類が①

アによる場合で、確認方法が全ての事業所で同じ場合は、1通で差し支えありません。） 

 

 

３ 法人登記事項証明書（履歴事項全部証明書）（法人の場合） 

チェック内容 チェック欄 

① 法人登記事項証明書（履歴事項全部証明書）は、発行後３ヶ月以内のものですか？  
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４ 申請者（個人の場合）、役員（法人の場合）、法定代理人（申請者が未成年の場合）に係る住民票（外国人

の場合は、外国人登録原票記載事項証明書）・登記されていないことの証明書（※） 

チェック内容 チェック欄 

① 申請者本人（個人の場合）、役員全員（法人の場合）又は法定代人全員（申請者が未成

年の場合）の住民票（外国人にあっては国籍等記載のもの）及び登記されていないことの

証明書（※）が添付されていますか？  

 

② 住民票（外国人にあっては国籍等記載のもの）は、発行後３ヶ月以内のものですか？ 

  また、住民票は本籍地が記載されているものですか？ 

 

③ 登記されていないことの証明書（※）は、発行後３ヶ月以内のものですか？  

  （※）登記されていないことの証明書によらない場合、当該業務を適切に行うことができる能力を有するこ

とが確認できる書類を御提出いただきますので、事前に御相談ください。 


